
地
方
財
政
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

協
議
不
要
対
象
団
体
の
判
定
の
た
め
の
実
質
公
債
費
比
率
の
数
値
等

一

協
議
不
要
対
象
団
体
の
判
定
の
た
め
の
実
質
公
債
費
比
率
の
数
値
は
、
百
分
の
十
六
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

二

協
議
不
要
対
象
団
体
の
判
定
の
た
め
の
実
質
赤
字
額
の
額
は
、
零
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

三

協
議
不
要
対
象
団
体
の
判
定
の
た
め
の
連
結
実
質
赤
字
比
率
の
数
値
は
、
零
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

四

協
議
不
要
対
象
団
体
の
判
定
の
た
め
の
将
来
負
担
比
率
の
数
値
は
、
都
道
府
県
等
に
あ
っ
て
は
百
分
の
三
百
と
、
市
町

村
に
あ
っ
て
は
百
分
の
二
百
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関
係
）

五

協
議
不
要
基
準
額
は
、
標
準
財
政
規
模
、
法
適
用
企
業
ご
と
に
営
業
収
益
の
額
か
ら
受
託
工
事
収
益
の
額
を
控
除
し
た

額
を
合
計
し
た
額
及
び
法
非
適
用
企
業
ご
と
に
営
業
収
益
に
相
当
す
る
収
入
額
か
ら
受
託
工
事
収
益
に
相
当
す
る
収
入
の

額
を
控
除
し
た
額
を
合
計
し
た
額
の
合
算
額
の
当
該
年
度
前
三
年
度
の
平
均
の
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に

当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
性
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
債
に
つ
い

て
協
議
等
を
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

六

起
債
に
協
議
を
要
す
る
法
適
用
企
業
の
判
定
の
た
め
の
地
方
財
政
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
第
五
項



第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
前
年
度
の
資
金
の
不
足
額
は
、
１
及
び
２
の
額
の
合
算

額
が
３
の
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
え
る
額
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
一
項
関
係
）

１

当
該
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
流
動
負
債
の
額
か
ら
同
日
に
お
け
る
一
時
借
入
金
又
は
未
払
金
で
建
設
改
良

費
に
係
る
も
の
の
う
ち
そ
の
支
払
に
充
て
る
た
め
当
該
年
度
に
お
い
て
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
の
額

を
控
除
し
た
額

２

当
該
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
建
設
改
良
費
及
び
建
設
改
良
費
に
準
ず
る
経
費
と
し
て
建
設
改
良
費
等
以
外

の
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
起
こ
し
た
地
方
債
の
現
在
高

３

当
該
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
か
ら
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
執
行
す
べ
き
事
業
に
係

る
支
出
予
算
の
額
の
う
ち
当
該
年
度
に
繰
り
越
し
た
事
業
の
財
源
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
の
収
入
で
当
該
年

度
の
前
年
度
に
お
い
て
収
入
さ
れ
た
部
分
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

七

起
債
に
協
議
を
要
す
る
法
適
用
企
業
の
判
定
の
た
め
の
法
第
五
条
の
三
第
五
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
は
、
零
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
二
項
関
係
）

八

起
債
に
協
議
を
要
す
る
法
非
適
用
企
業
の
判
定
の
た
め
の
法
第
五
条
の
三
第
五
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に



よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
前
年
度
の
資
金
の
不
足
額
は
、
繰
上
充
用
額
、
支
払
繰
延
額
、
事
業
繰
越
額
及
び
建
設
改
良

費
等
以
外
の
経
費
の
財
源
と
し
た
地
方
債
の
現
在
高
の
合
算
額
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）

九

起
債
に
協
議
を
要
す
る
法
非
適
用
企
業
の
判
定
の
た
め
の
法
第
五
条
の
三
第
五
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
は
、
零
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
二
項
関
係
）

第
二

地
方
債
の
届
出
手
続
等

一

地
方
公
共
団
体
の
行
う
地
方
債
の
届
出
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
総
務
大
臣
に
、
市
町
村
（
指
定
都

市
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
一
項
関
係
）

二

地
方
債
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
起
債
の
目
的
と
な
る
事
業
の
内
容
に
応
じ
て
総
務
大
臣
が
定
め

る
区
分
ご
と
に
届
出
書
を
作
成
し
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
期
間
内
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
二
項
関
係
）

三

都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
か
ら
の
地
方
債
の
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
と
り
ま
と
め
、
総
務
大
臣
が
定

め
る
期
間
内
に
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
三
項
関
係
）

四

総
務
大
臣
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
か
ら
の
地
方
債
の
届
出
又
は
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当



該
届
出
又
は
報
告
に
係
る
地
方
債
の
限
度
額
及
び
資
金
を
財
務
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
四

項
関
係
）

五

地
方
公
共
団
体
が
地
方
債
の
届
出
を
行
う
場
合
は
、
法
第
五
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
起
債
対
象
事

業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
と
そ
の
財
源
内
訳
、
資
金
の
借
入
先
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
関
係
）

第
三

起
債
の
協
議
等
の
特
例

一

地
方
公
共
団
体
の
組
合
に
お
け
る
起
債
の
協
議
等
に
つ
い
て
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
関
係
）

二

決
算
未
提
出
期
間
に
お
け
る
起
債
の
協
議
等
に
つ
い
て
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
関
係
）

三

地
方
公
共
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
起
債
の
協
議
等
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
関
係
）

第
四

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
協
議
不
要
対
象
団
体
の
判
定
の
た
め
の
実
質
公
債
費
比
率
の
数
値

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
協
議
不
要
対
象
団
体
の
判
定
の
た
め
の
実
質
公
債
費
比
率
の
数
値
は
、
百
分
の
十
四
と
す
る

こ
と
。
（
附
則
第
九
条
関
係
）

第
五

施
行
期
日
等



一

こ
の
政
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


